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　近
所
に
、
草
木
が
伸
び
て
道
路
や
隣
の

家
に
越
境
し
て
い
た
り
、
雨
戸
が
閉
ま
っ

た
ま
ま
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
家
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
今
ま
で
住
ん
で
い
た
方
が
遠

方
に
引
っ
越
し
た
り
、
亡
く
な
っ
た
り
す

る
な
ど
し
て
「
空
家
」
に
な
る
家
が
全
国

的
に
増
え
て
い
ま
す
。

　市
が
平
成
２８
年
度
に
実
施
し
た
空
家

等
実
態
調
査
で
は
、
市
内
に
2
0
6
0

戸
の
空
家
が
あ
る
と
の
調
査
結
果
が
出

ま
し
た
。

　市
で
は
空
家
な
ど
の
対
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成
３０

年
度
に
川
越
市
空
家
等
対
策
計
画
を
策

定
し
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
家

の
所
有
者
な
ど
に
助
言
・
指
導
を
行
う
ほ

か
、
「
空
き
家
バ
ン
ク
事
業
」
な
ど
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　良
好
な
住
環
境
を
維
持
し
て
い
く
た
め

に
、
空
家
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

空
家
の
所
有
者
等
の
責
務

　適
切
に
管
理
さ
れ
た
空
家
で
あ
れ
ば
問

題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
放
置
し
た
ま
ま
だ

と
、
建
物
の
劣
化
、
草
木
が
生
い
茂
る
な

ど
に
よ
り
、
防
犯
、
安
全
、
環
境
、
景
観

な
ど
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
へ
悪
影
響

を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　平
成
２7
年
に
施
行
さ
れ
た
「
空
家
等
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
空
家

法
）
」
で
は
、
空
家
の
管
理
責
任
は
、
所

有
者
や
管
理
者
に
あ
る
と
し
、
空
家
の
適

切
な
管
理
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

空
家
を
管
理
し
な
い
と
…
…

●
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
家
は
、
劣
化
が

早
ま
り
修
繕
を
す
る
際
の
負
担
が
増
え
ま

す
。
ま
た
、
建
物
の
売
却
や
賃
貸
が
難
し

く
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

●
周
囲
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
著
し
い

「
特
定
空
家
等
」
と
認
定
さ
れ
る
と
、
空

家
法
に
基
づ
き
、
空
家
の
状
態
に
応
じ
、

段
階
を
経
て
、
最
終
的
に
は
市
が
所
有
者

に
代
わ
っ
て
対
処
し
、
費
用
を
所
有
者
に

請
求
し
ま
す
。

　ま
た
、
固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
の
特

例
（
税
金
の
軽
減
）
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

業
者
に
管
理
を
依
頼
す
る

　空
家
の
見
回
り
や
除
草
・
草
木
の
剪せ

ん

定て

い

な
ど
の
管
理
業
務
を
行
う
業
者
を
利
用
す

る
方
法
が
あ
り
ま
す
（
有
料
）
。

　業
務
内
容
や
料
金
な
ど
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
次
の
問
い
合
わ
せ
先
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

■

空
き
家
サ
ポ
ー
ト
事
業

　所
有
者
に
代
わ
り
、
空
家
を
訪
問
・
点

検
し
ま
す
。

　除
草
・
草
木
の
剪
定
な
ど
の
オ
プ
シ
ョ

ン
も
あ
り
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
…
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

L
2

2

2

‐

2

0

7

5

■

空
き
家
の
持
ち
主
応
援
隊
（
埼
玉
県
空

き
家
管
理
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
登
録
制
度
）

　次
の
専
門
団
体
の
会
員
の
中
か
ら
、
空

家
の
管
理
に
対
応
で
き
る
近
く
の
不
動
産

事
業
者
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

い

合

わ

せ

…
（公社）
埼
玉
県
宅
地
建
物

取
引
業
協
会

L

０
４
８
‐
８
１
１
‐

１
８
４
０
ま

た

は
（公社）

全

日

本

不

動

産
協
会
埼
玉
県
本
部

L

０
４
８
‐

８
６
６
‐
５
２
２
５

ほ
っ
て
お
か
な
い
で

　

防
犯
・
交
通
安
全
課
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4
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防
犯
・
交
通
安
全
課
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管
理
は
所
有
者
の
責
任

管
理
が
難
し
い

＃

空
あ

き

＃

家

□ 建物が傷み、外壁の脱落や屋根瓦の落下、塀の損傷

により、近隣や通行人などにけがをさせる

□ 草木が伸びて道路まで越境し、歩行者、自動車等の

交通を妨げる

□ 建物が傷み外壁が剥がれると、鳥、小動物が侵入し、

糞害等が発生する

□ 放火による火災の危険性が高まる

空家を放置すると、次のようなさまざまな問題が

生じる恐れがあります

管
理

悩
み

や
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　空
家
を
所
有
者
自
身
で
管
理
す
る
こ
と

に
比
べ
、
売
却
の
場
合
は
、
管
理
の
手
間

が
か
か
ら
な
い
、
ま
と
ま
っ
た
収
入
が
得

ら
れ
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
賃

貸
の
場
合
は
、
建
物
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
、

定
期
的
な
家
賃
収
入
が
見
込
め
る
等
が
あ

り
ま
す
。

専
門
家
に
相
談

　売
却
や
賃
貸
の
具
体
的
な
手
続
き
や
価

格
な
ど
の
条
件
に
つ
い
て
、
次
の
専
門
団

体
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
…

（公社）
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引

業
協
会
埼
玉
西
部
支
部

L
2
6
5
‐

6
3
9
0
ま
た
は

（公社）
全
日
本
不
動
産
協

会
埼
玉
県
本
部

L

０
４
８
‐
８
６
６

‐
５
２
２
５

　空
家
の
発
生
要
因
の
約
6
割
は
、
相
続

が
関
係
し
て
い
ま
す
。
土
地
・
家
屋
の
名

義
が
亡
く
な
っ
た
方
の
ま
ま
だ
と
、
い
ざ

売
却
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
権
利
の

証
明
が
で
き
ず
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
相
続
等
で
名
義

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
早
め
に
所
有
権
移

転
の
登
記
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

問 

い

合

わ

せ

…
埼
玉
司
法
書
士
会

L

０
４
８
‐
8
6
3
‐
7
8
6
1

空
家
の
譲
渡
所
得
の
3
0
0
0
万
円
特

別
控
除

　相
続
し
た
旧
耐
震
基
準
の
空
家
を
、
相

続
発
生
か
ら
3

年
後
の
年
末
ま
で
に
、
耐

震
改
修
し
て
売
却
す
る
か
、
解
体
し
て
更

地
に
し
て
売
却
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
譲

渡
所
得
に
か
か
る
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

3
0
0
0
万
円
を
特
別
控
除
し
ま
す
。

　こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
の
際
に
、
市
が
発
行
す
る

「
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
等
確
認
書
」
を

税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　同
確
認
書
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
防
犯
・

交
通
安
全
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

＊
適
用
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　空
家
の
解
体
を
業
者
に
依
頼
す
る
場

合
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
解
体
工
事

業
の
登
録
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

売
る
・
貸
す

　空家を売りたい、貸したい方と、市内に居住するための

空家を探している方を結びつける制度です。登録方法など

詳しくは、防犯・交通安全課にお尋ねください。

交渉や契約については、専門家が行うので安心

　売買・賃貸借に関する交渉や契約については、全て市と

協定を締結した宅地建物取引業の団体の会員である業者

が、当事者間を媒介します。

相
続
登
記
を
す
る

登録物件を募集しています

　住まなくなった家を有効活用しませんか。空家をお持

ちの方は、ぜひご登録ください。登録方法など、詳しく

は市ホームページをご確認ください。

＊登録には条件があります。

【登録までの流れ】

「市役所へ連絡」→「物件登録の申し込み」→「媒介業

者の決定」→「媒介業者による現地調査」→「登録（現

地調査の結果、登録可と判断された場合）」

空き家バンクはじめました

活用
しよう

物件募集 情報提供

協定締結
交渉・契約にか
かる媒介依頼

現地調査

契約交渉

契約交渉

川越市空き家バンクの流れ（概要）

登録の
申し込み

利用の
申し込み

空
家
を
買
い
た
い
方
・
借
り
た
い
方

（
利
用
希
望
者
）

売買・賃貸借契約締結

活
用

相
続

空
家
の
取
り
壊
し

解
体

包
括
連
携
協
定
事
業

「
さ
い
し
ん
空
き
家
活
用
ロ
ー
ン
」

　市
と
埼
玉
縣
信
用
金
庫
は
包
括

連
携
協
定
を
締
結
し
て
い
ま
す
。
こ

の
ロ
ー
ン
で
は
、
市
内
に
空
家
を
所

有
し
て
い
る
方
は
、
空
家
の
改
装
・

改
築
・
解
体
な
ど
に
掛
か
る
資
金

を
、
店
頭
表
示
金
利
よ
り
も
低
金
利

で
利
用
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

近
く
の
埼
玉
縣
信
用
金
庫
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
適
用
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

【空き家バンク】
市ホームページ等で公開

空
家
を
売
り
た
い
方
・
貸
し
た
い
方

（
空
家
所
有
者
）

宅地建物取引業の団体
【媒介業者】


